
掲載日：2023.05.08-

選定療養費 ： 紹介状なしに200床以上の病院を受診した時にご負担いただく特別料金を

「選定療養費」といいます。

「選定療養費」は、初期治療は地域の医院や診療所を『かかりつけ医』として利用し、

高度・専門医療は200床以上の病院で行うという、医療機関の役割や機能分担を推進する

ために、厚生労働省により制定された制度です。

久しぶり/予約のない方 初めての方

電話受付時間 9:00～13:00 14:00～16:00

電話番号
📞 092-291-3152

※月～金 受付 （土・日・祝休み）

泌尿器科では、2023年5月より予約制としております。

予約に関しては下記をご参照いただき、お電話にてご連絡ください。

なお、救急患者さんはこの限りではありませんので、来院時に職員へお申し出

ください。救急の場合は医師が診察を行い、その後適宜対応を行いますので、

何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。

※紹介なし（紹介受診でない）の場合、基本的に診療費（診察料＋診療行為）とは別に

選定療養費3,300円がかかります。

予約をお願いします

⚫ 初めて来院される方

⚫ 久しぶりに泌尿器科を受診される方

⚫ 受診したことはあるが予約をしていない再来の方

予約のお電話について


